
 

 

令和２年６月１日 北山村役場 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言は解除されましたが、感染症が終息し

感染リスクがなくなったわけではありません。 

村民の皆様には、政府から公表されている「新しい生活様式」を取り入れるなど、これ

までもお願いしてきた「手洗い」と「咳エチケット」、「こまめな換気」や「密閉・密集・密

接の３つの密を避ける」などの感染防止対策について、気を緩めず引き続き、徹底いただ

きますようお願い申し上げます。 

 また、新型コロナウイルスの感染を疑う方からの相談に対応するため、各保健所の帰国

者・接触者相談センターも継続して設置されています。体調が優れず新型コロナウイルス

の感染を心配される方は下記の目安を参考に相談センターに御相談下さい。 

 

帰国者・接触者相談センター等に御相談いただく目安     
☆ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

☆重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

(※)高齢者、妊婦、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)等の基礎疾患がある方や透析

を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

☆上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

(症状が 4 日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い

症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない

方も同様です。) 

東牟婁管内の帰国者・接触者相談センターの連絡先等 

新宮保健所 
新宮市緑ヶ丘 

２-４-８ 
(０７３５)２１-９６３０ 

9：00～17：45(平日) 

※時間外・休日も対応 新宮保健所 

串本支所 
串本町西向 193 (０７３５)７２-０５２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保北山村診療所からのお願い 

新型コロナウイルスへの感染をご心配されている方は直接来院せず、まずは

上記「帰国者・接触者センター」にお問い合わせください。 

また、当院では平日日中の出入口を発熱等の症状のある患者様と、その他の

患者さま用に分けています。発熱等（上記の症状）の患者さまは、事前に診

療所に連絡をしてから、正面の入口ではなく、職員通用口のインターホン

により来院を告げ、外に駐車している村救急車で受診していただくことに

なります。なお来院の際には、必ずマスクの着用と手洗い手指の消毒をお願い

します。 

お問い合わせ先 ； 国保北山村診療所 (０７３５) ４９-２１１４ 

 

新型コロナウイルス感染症について 


